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1. まえがき 

今後 30 年以内（平成 23 年 1 月 1 日基準日）にお

ける東南海，南海地震の発生確率は 71.2%，59.7％で

ある．被害想定結果（平成 15 年内閣府）によると，

地震の揺れによる建物全壊棟数は約 17 万棟であり，

1995 年兵庫県南部地震を超える被害が発生する．東

北地方太平洋沖地震時の津波被害の発生とともに，

主に既存不適格建築物の地震被害が大きくなること

が予測され，耐震改修は喫緊の課題となっている． 

耐震改修に当たっては，耐震改修の促進要因ある

いは阻害要因の解明が必要となる．そこで，本研究

では耐震化促進のために重要な指標となる住宅耐震

改修率（持家総数に占める耐震改修工事を行った持

家数の割合）に着目し，耐震改修率推計モデルの構

築を行い，耐震改修率を高める要因を検討する．耐

震改修率の推計可能なモデルを提案するとともに，

種々の要因が耐震改修率向上に与える影響について

分析する．現行制度の問題点を明らかにし，来る巨

大地震に備えた実効性の高い耐震化促進策を示す． 

2. 住宅耐震化の現状 

平成 20 年現在，耐震性のない住宅は全国で 1050

万戸存在すると推計されており，耐震化率は 78.8％

である．平成 15 年の耐震化率 75.5％から 5 年間で

3.8％しか向上しておらず，平成 27 年耐震化率 90％

の目標達成は困難である．このため，平成 22 年 6 月

の閣議では新成長戦略として平成 27 年耐震化率

90％目標から平成 32 年 95％の目標に改められた．耐

震化は全国的にあまり進んでおらず，この目標設定

の達成も難しい状況にある． 

最近の住宅・土地統計調査によると，全国の耐震

改修率は表 1 のようである．耐震基準が大きく変わ

る 1981 年以降でも，耐震改修がなされた住宅が存在

していることがわかる．耐震改修率は約 3％となって

おり，耐震化の意識の低さが見受けられる． 

3. 研究方法 

 

表 1 住宅土地統計調査から求めた耐震改修率 

 

被説明変数（目的変数）として，住宅・土地統計

調査に基づいた都道府県の住宅耐震改修率を用いる．

耐震改修率の推計手法には，k 個の説明変数 Xj(j=1

～k)を用い，次式の線形ロジットモデルを適用する． 
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ここに，piは都道府県 iにおける住宅耐震改修率で

ある． 

上式の説明変数には，都道府県 i ごとの説明変数

X1i，･･･，X ki として，政策変数，世帯特性，住宅特

性および地域特性の 4 分類に関連した変数を採用す

る．変数の一覧は表 2の通りである．4特性はいくつ

かの変数を含み，どの変数が耐震改修の支配要因と

なるのかがわかるようになる．例えば，政策変数と

しては都道府県ごとの市町村における耐震診断・耐

震改修工事の支援の有無の割合を用いた． 

表 2 推計モデルの説明変数 

 

4. 推計結果 

住宅耐震改修率 pは上式の ln(p/(1-p))から算定 
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する．ln(p/(1-p))=y とすると，住宅耐震改修率は同

推計モデルを用いて p=ey/(1+ey)から得られる．  

 上述した推計モデルから求めた住宅耐震改修率を

横軸に，平成 15 年，平成 20 年の住宅・土地統計調

査から算定した住宅耐震改修率を縦軸にとって図化

すると，図 1のようになる．多少のばらつきはある

ものの，データは推計モデル式で予測可能であり，

式の標準偏差（誤差）を勘案しても，説明変数から

耐震改修率をある程度推計できると言える．図中に

は，参考のため，平成 20 年の四国四県と静岡県のデ

ータを示す．静岡県では同県の特殊事情が反映し，

必ずしもモデル式によって精度よく推計できていな

いが，全体的にはおおむね妥当な算定結果となって

いる． 

 

図 1 算定値とモデル推計値の比較 

推計分析の結果，耐震改修率を高める要因として，

耐震診断の有無，高齢化率，貯蓄高，15 歳以上の就

業者割合，木造率，地震の発生確率などが正の影響

を与える強い要因となることが明らかになった．一

方，耐震改修の阻害要因となるのは，負の影響を与

える負債額，戸建率，人口増減率，所得などである

ことがわかった． 

特に影響の大きい 2 つの説明変数を例に，説明変

数と ln(p/(1-p))の関係を回帰分析値とともに図化

すると，図 2（耐震診断支援率），図 3（1世帯当たり

の貯蓄高）のようになる．図よりわかるように，耐

震診断支援率，1世帯当たりの貯蓄高の変数は，ばら

つきがあるものの，正の相関を示している． 

現行の行政耐震支援に対し，耐震診断支援がない

秋田県を例にとると，モデル計算による同県の耐震

改修率は 2.56％（住宅・土地統計調査による算定値

は 2.62％）である．仮に耐震診断支援率が 100％と

なった場合，耐震改修率は 0.676％増加する．一方，

平成20年時点で耐震改修工事支援がない青森県を例

 

図 2 耐震診断支援率と目的変数の関係 

 

図 3 貯蓄高と目的変数の関係 

に調べると，モデル計算によれば，同県の耐震改修

率は 2.54％（住宅・土地統計調査による算定値は

2.66％）となる．仮に耐震改修工事支援率が 100％と

なった場合，耐震改修率は 0.018％高くなる．推計で

は耐震診断支援に比べて耐震改修工事支援の方が効

果的に作用していない結果となった． 

5．あとがき 

耐震性がない住宅であるにも関わらず危機意識の

ない居住者には耐震診断支援を勧めて危機感を与え

ることが重要で，耐震改修支援に当たっては都道府

県ごとの制度の格差を是正する必要がある．耐震改

修へのインセンティブが低い所得者については税制

面から耐震化へのインセンティブを高めることが考

えられる． 

以上より，本研究では 3つの提言をする． 

提言 1：1981 年前の旧耐震基準で建築された全住宅

に対する耐震診断の義務化 

提言 2：耐震改修工事支援は地域格差をなくすために

全国統一基準とする．支援の基準としては住宅の

耐震性，所得，その地域の地震危険度を導入する． 

提言 3：耐震改修を行った世帯は税金を優遇する．一

方で，耐震性がない住宅に住む所得水準の高い者

が耐震診断を行わない場合は税率を加算する． 
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